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Ⅰ．はじめに

婦 人 相 談 所 は 、 心 身 を 傷 つ け ら れ 、 人 権 を 侵 害 さ れ る な ど 、 複

雑 で 深 刻 化 す る 現 代 の 女 性 の 様 々 な 問 題 に 対 し て 、 相 談 ・ 保 護 ・

自 立 支 援 な ど 専 門 的 支 援 を 切 れ 目 な く 一 貫 し て 行 う こ と を 目 的 と

し た 公 的 機 関 で あ る 。

婦 人 相 談 所 は 、 昭 和 ３ １ 年 に 制 定 さ れ た 売 春 防 止 法 に 基 づ き 設

置 さ れ た 機 関 で あ る が 、 そ の 後 複 雑 多 様 化 す る 社 会 環 境 の 変 化 に

伴 い 徐 々 に 支 援 の 対 象 を 拡 大 し 、 平 成 １ ３ 年 か ら は 、 配 偶 者 か ら

の 暴 力 の 防 止 及 び 被 害 者 の 保 護 等 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 被 害 者 保

護 ・ 支 援 の 役 割 が 定 め ら れ る な ど 、 現 に 保 護 や 支 援 を 必 要 す る 女

性 に 対 し て 大 き な 役 割 を 果 た し て き た 。

そ う し た 対 象 拡 大 の 一 方 で 、 こ れ ま で 、 全 国 の 婦 人 相 談 所 が 一

堂 に 会 し て の 情 報 交 換 の 場 は あ っ た も の の 、 婦 人 相 談 所 が 実 際 に

行 う 業 務 の ガ イ ド ラ イ ン と な る よ う な 国 統 一 の 指 針 は 作 成 さ れ る

こ と は な か っ た 。

そ の た め 、 現 在 各 都 道 府 県 に 設 置 さ れ て い る 婦 人 相 談 所 に お い

て 実 施 さ れ て い る 女 性 へ の 支 援 に 関 す る 具 体 的 な 業 務 の 進 め 方 に

つ い て は 、 都 道 府 県 毎 の 違 い が み ら れ る 。

こ の こ と は 、 毎 年 開 催 さ れ て い る 全 国 婦 人 相 談 所 長 研 究 協 議 会

や 全 国 婦 人 保 護 施 設 長 等 研 究 協 議 会 等 の 全 国 会 議 で の 情 報 交 換

や 、 調 査 研 究 等 に よ り 明 ら か に な っ て き て い る 。

【参考】

・平成２３年度厚生労働科学研究「ＤＶ政策など、女性支援施策の効果的展開に関する

調査研究」（研究代表者：戒能民江）

・平成２３年度厚生労働科学研究「女性・母子の保護支援における婦人相談所の機能評

価に関する研究」（研究代表者：森川美絵）
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も と よ り 、「 婦 人 保 護 事 業 実 施 要 領 」（ 昭 和 ３ ８ 年 ３ 月 １ ９ 日 厚

生 事 務 次 官 通 知 ） 等 の 必 要 最 低 限 の 行 政 通 達 は あ っ た も の の 、 時

代 の 要 請 に 応 じ た 全 国 共 通 の 指 針 と し て は 十 分 な も の と は な っ て

い な い 。

こ の こ と を 踏 ま え 、 婦 人 相 談 所 の 対 応 の 違 い に よ っ て 、 受 け る

べ き 支 援 サ ー ビ ス の 内 容 に 格 差 が 生 じ な い よ う 、 全 国 の 婦 人 相 談

所 が 実 施 す る 業 務 内 容 を あ ら た め て 明 確 化 す る と と も に 、 支 援 の

均 等 化 ・ 標 準 化 を 図 る た め 、 全 国 共 通 の 業 務 の 指 針 と な る ガ イ ド

ラ イ ン を 策 定 す る こ と と し た 。

こ の ガ イ ド ラ イ ン の 策 定 に 当 た り 、 厚 生 労 働 省 の 研 究 事 業 の 一

環 と し て 、 婦 人 相 談 所 職 員 を 中 心 に 有 識 者 を 含 め た メ ン バ ー で 構

成 す る「 婦 人 相 談 所 ガ イ ド ラ イ ン ワ ー キ ン グ チ ー ム 」を 設 置 し た 。

ワ ー キ ン グ チ ー ム は 平 成 ２ ５ 年 ９ 月 か ら 平 成 ２ ６ 年 ２ 月 ま で 随 時

開 催 の 上 、 活 発 な 議 論 を 行 い 、 こ の ガ イ ド ラ イ ン を と り ま と め た

と こ ろ で あ る 。

こ の ガ イ ド ラ イ ン を 、 全 国 の 婦 人 相 談 所 に お い て 、 支 援 に 当 た

る 職 員 等 の 共 通 理 解 の 形 成 に ご 活 用 い た だ き た い 。
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Ⅱ．ガイドラインの性格と位置づけ

こ の ガ イ ド ラ イ ン は 、 国 と し て 全 国 の 婦 人 相 談 所 に 対 し 一 律 に

示 し 周 知 す る も の で あ る が 、 基 本 的 に 婦 人 相 談 所 が 実 施 す る 業 務

の 内 容 に 関 し て の み 触 れ る こ と と し 、 設 備 や 職 員 体 制 に つ い て は

直 接 的 に は 触 れ な い 。

ま た 、 婦 人 相 談 所 で 想 定 さ れ る 全 て の 業 務 を 網 羅 的 に 記 載 す る

も の で は な く 、 主 に 特 に 留 意 し な け れ ば な ら な い 点 や 、 都 道 府 県

に よ っ て 取 扱 い に 特 に 差 が 生 じ て い る と 思 わ れ る 事 項 に つ い て 示

す こ と と す る 。

こ の ガ イ ド ラ イ ン の 位 置 づ け は 、 技 術 的 助 言 で あ り 、 法 的 拘 束

力 を 有 す る 基 準 （ 最 低 基 準 ） で は な い 。

現 に 十 分 な 対 応 を 行 っ て い る と は 言 え な い 婦 人 相 談 所 が あ れ ば 、

対 応 で き る よ う に 努 力 し て い た だ く た め の 助 言 と し て の 位 置 づ け

で あ り 、 必 要 に 応 じ て 、 現 在 各 都 道 府 県 で 使 わ れ て い る ガ イ ド ラ

イ ン （ 手 引 き や マ ニ ュ ア ル 等 を 含 む ） へ の 加 筆 ・ 修 正 等 の 見 直 し

に こ の ガ イ ド ラ イ ン を 活 用 い た だ き た い 。

ま た 、 支 援 の 均 等 化 ・ 標 準 化 が 目 的 で は あ る も の の 、 す で に よ

り 積 極 的 な 取 り 組 み を 行 っ て い る 婦 人 相 談 所 が 、 取 り 組 み の レ ベ

ル を 下 げ る 要 因 と な ら な い よ う 、 あ る 程 度 の 幅 を 持 た せ た 柔 軟 な

表 記 と し て い る 。

加 え て 、 婦 人 相 談 所 自 体 が 支 援 を 実 施 す る の で は な く 、 他 の 機

関 を 適 切 に 活 用 し て い る 婦 人 相 談 所 に つ い て も 、 そ の 手 法 を 継 続

で き る よ う 配 慮 し た 表 記 と し て い る 。

な お 、 今 後 も 必 要 に 応 じ て 適 宜 改 定 し て い く こ と と す る 。
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Ⅲ．婦人相談所における支援の理念

１．理 念

婦 人 相 談 所 が 行 う 支 援 は 、 パ ー ト ナ ー な ど か ら 暴 力 を 受 け た

女 性 や 、 売 春 を 強 要 さ れ た 女 性 も 含 め た 性 暴 力 被 害 者 な ど 、 心

身 に 加 え て 、 人 と し て の 尊 厳 や 人 権 を 侵 害 さ れ た 方 に 対 す る 支

援 で あ る こ と か ら 、 そ の 権 利 の 回 復 と 人 権 の 尊 重 、 安 全 ・ 安 心

の 確 保 に 努 め る こ と が 最 も 重 要 で あ る 。

し た が っ て 、 支 援 の 進 め 方 に つ い て は 、 あ く ま で も 利 用 者 の

意 思 を 尊 重 し て 、 利 用 者 に 寄 り 添 い 一 緒 に 考 え て い く 姿 勢 が 求

め ら れ る 。

ま た 、 利 用 者 が 自 己 決 定 す る た め の 情 報 や 選 択 肢 の 提 示 を 含

め た 具 体 的 支 援 を 提 供 す る こ と が 必 要 で あ る 。

な お 、 利 用 者 が 家 族 、 特 に 児 童 を 伴 う 場 合 は 、 利 用 者 本 人 だ

け で は な く 児 童 も 含 め た 家 族 、 母 子 一 体 と し て の 対 応 を 心 が け

る よ う 留 意 す る 必 要 が あ る 。

２．婦人相談所の役割

婦 人 相 談 所 の 役 割 は 、 支 援 を 必 要 と し て い る 利 用 者 か ら 相 談

を 受 け 、 必 要 な 場 合 に は 保 護 し 、 自 立 に 向 け て の 支 援 を 行 っ て

い く こ と で あ る 。様 々 な 課 題 の あ る 利 用 者 に 対 応 す る た め に は 、

婦 人 相 談 所 自 ら そ の 専 門 性 を 生 か し て 支 援 す る こ と は も と よ

り 、 地 域 に お け る 婦 人 保 護 事 業 の 中 核 機 関 と し て 、 関 係 機 関 と

緊 密 に 連 携 し 、 一 人 ひ と り の 利 用 者 に 適 し た 支 援 が で き る よ う

コ ー デ ィ ネ イ ト す る 役 割 も 担 っ て い る 。
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３．婦人相談所が行う業務の全体像

ま ず 、 婦 人 相 談 所 は 支 援 を 必 要 と し て い る 利 用 者 の 幅 広 い ニ

ー ズ に 対 応 で き る 体 制 を 整 え る 必 要 が あ る 。 婦 人 相 談 所 自 体 の

組 織 や 職 員 配 置 、 あ る い は 設 備 の 整 備 に と ど ま ら ず 、 都 道 府 県

内 に お け る 婦 人 保 護 事 業 に 関 連 す る 機 関 全 体 の 「 体 制 づ く り 」

が 重 要 で あ る 。

「 体 制 づ く り 」 と は 、 例 え ば 支 援 を 必 要 と し て い る 利 用 者 の

ニ ー ズ を 把 握 し 、 具 体 的 な 支 援 ま で つ な げ て い く 方 法 や 、 都 道

府 県 内 の 社 会 資 源 の 開 拓 や 連 携 の 手 法 を 確 立 す る こ と な ど で あ

る 。

都 道 府 県 毎 に 既 存 の 社 会 資 源 や 組 織 機 構 が 異 な る の で 、 都 道

府 県 の 婦 人 相 談 所 が 直 接 支 援 を 担 う 範 囲 や 各 都 道 府 県 内 に お け

る 各 機 関 の 役 割 分 担 が 異 な っ た も の と な る こ と は 十 分 考 え ら れ

る 。

例 え ば 、 家 族 か ら の 暴 力 に 関 す る 高 齢 者 か ら の 相 談 な ど 、 必

ず し も 婦 人 保 護 事 業 だ け で 対 応 す る こ と が 困 難 な 場 合 が 考 え ら

れ る が 、 都 道 府 県 全 体 と し て 見 た 時 に 、 い ず れ の 機 関 が ど ん な

支 援 を 実 施 し 、 な い し は 実 施 で き る の か を 、 婦 人 相 談 所 と し て

把 握 し 、 も し 、 ど の 機 関 で も 対 応 で き て い な い 部 分 が あ る の で

あ れ ば 、 婦 人 相 談 所 と し て し か る べ き 対 応 が で き る よ う 改 善 を

図 っ て い く 必 要 が あ る 。

婦 人 相 談 所 が 具 体 的 に 実 施 す る 業 務 と し て 、 ま ず 相 談 業 務 が

あ げ ら れ る 。 支 援 の 入 り 口 と し て 可 能 な 限 り 多 様 な ニ ー ズ に 対

応 で き る よ う 努 め 、 そ こ か ら 必 要 に 応 じ て 、 来 所 で の 面 接 に つ

な げ 、 状 況 に 応 じ て 一 時 保 護 も 検 討 す る 。

さ ら に 、 相 談 や 保 護 だ け で な く 、 利 用 者 の 自 立 に 向 け て の 切
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れ 目 の な い 一 貫 し た 支 援 を 行 う た め 、 利 用 者 の 自 立 に 必 要 な

関 係 機 関 と 連 携 を 図 る こ と が 重 要 と な っ て く る 。

ま た 、 す ぐ に は 自 立 が 困 難 な 利 用 者 に 対 し て は 、 婦 人 保 護 施

設 へ の 入 所 決 定 や 、 母 子 生 活 支 援 施 設 等 へ の 入 所 等 に つ い て 紹

介 し 、 必 要 な 機 関 と 連 携 の 上 、 長 期 的 な 支 援 に つ な げ て い く 必

要 が あ る 。
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Ⅳ．支援上の留意点

１．支援のための準備

婦 人 保 護 事 業 は 、 多 様 な ニ ー ズ へ の 対 応 が 求 め ら れ て い る 。

こ の た め 、婦 人 相 談 所 は 、多 様 な ル ー ト か ら 、多 様 な 利 用 者 の 、

多 様 な 内 容 の 相 談 に 応 じ な け れ ば な ら ず 、 あ ら か じ め 地 域 の 関

係 諸 機 関 の 情 報 を 十 分 に 把 握 し 、支 援 体 制 を 整 備 す る と と も に 、

役 割 分 担 や 連 携 に 関 す る 基 本 的 な 方 針 を 定 め て お く 必 要 が あ

る 。

具 体 的 な 連 携 に 際 し て は 、 婦 人 相 談 所 が 中 心 と な り 支 援 し た

方 が よ い 場 合 も あ れ ば 、 他 の 適 当 な 機 関 が 行 っ た 方 が よ い と 思

わ れ る 場 合 も あ る 。 ス ム ー ズ な 連 携 を 図 る に は 、 婦 人 相 談 所 と

他 の 機 関 と の 役 割 分 担 を 、 ネ ッ ト ワ ー ク 会 議 な ど を 開 催 す る な

ど を 通 し て あ ら か じ め 決 め て お く な ど 組 織 的 な 準 備 が 必 要 で あ

る 。

こ の 章 で は 、 実 際 に 支 援 を 始 め る 前 に あ ら か じ め 婦 人 相 談 所

と し て 準 備 し て お く べ き こ と に つ い て 記 述 す る 。

（ １ ） 多 様 な ル ー ト か ら の 依 頼

専 用 電 話 回 線 の 設 置 、 警 察 か ら の 要 請 、 福 祉 事 務 所 等 か ら の

依 頼 な ど 、 多 様 な ル ー ト に よ り 都 道 府 県 内 の 相 談 を 受 け ら れ る

よ う 体 制 を 整 備 す る 。

ア ． 専 用 電 話 回 線

ｱ )利 用 者 本 人 か ら の 相 談 専 用 電 話 回 線 は 、 最 も 身 近 で 利 用 し や

す い 手 段 で あ り 、 利 用 者 と の 最 初 の 接 点 と な る 。

ｲ )婦 人 相 談 所 の 開 所 時 間 内 の み で は な く 、 休 日 や 夜 間 に お い て

も 対 応 で き る 設 備 や 体 制 を 整 え て お く 必 要 が あ る 。

ｳ )受 理 し た 相 談 に つ い て は 、 傾 聴 し 、 対 応 結 果 に つ い て （ 匿 名
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の 場 合 で あ っ て も ） 必 ず 記 録 を 残 す 。

ｴ )同 一 の 利 用 者 か ら 度 々 同 じ 内 容 の 相 談 が あ っ た と し て も 傾 聴

を 忘 れ て は な ら な い 。

＊ 電 話 で の 相 談 に 婦 人 相 談 所 の 職 員 が 対 応 す る こ と 自 体 が す で

に 支 援 の 一 環 で あ り 、 ま た 、 件 数 と し て は 支 援 の 大 半 を 占 め

る が 、 同 時 に そ の 後 の 支 援 の 「 窓 口 」 で も あ る の で 、 本 ガ イ

ド ラ イ ン で は 、 本 章 に お い て 「 支 援 の た め の 準 備 」 と し て 整

理 し た 。

イ ． 警 察 か ら の 要 請

ｱ )緊 急 一 時 保 護 の 要 請 な ど 特 に 緊 急 を 要 す る 場 合 が 多 い 。

ｲ)夜 間 の 場 合 も 多 い の で 、 宿 直 や 連 絡 網 な ど 必 要 な 体 制 を 整 え

て お く と 同 時 に 、 日 頃 か ら の 連 携 を 密 に し て お く こ と が 重 要

で あ る 。

ｳ)時 間 帯 等 に よ っ て は 、 婦 人 相 談 所 の 業 務 内 容 を 熟 知 し て い る

警 察 官 が 保 護 要 請 を 行 う こ と が 難 し い 状 況 も 想 定 さ れ る 。 そ

う し た 場 合 で も 、 あ ら か じ め チ ェ ッ ク リ ス ト を 作 成 す る な ど

利 用 者 の 意 思 や 家 庭 等 の 状 況 を 確 認 し て か ら 支 援 に つ い て 判

断 す る 。

ウ ． 市 区 及 び 郡 部 の 福 祉 事 務 所 等 か ら の 依 頼

ｱ )市 区 や 郡 部 の 福 祉 事 務 所 等 の 婦 人 相 談 員 等 か ら の 依 頼 に つ い

て は 、

① 婦 人 相 談 所 は 都 道 府 県 内 全 域 を 管 轄 し て い る こ と

② 一 時 保 護 機 能 は 婦 人 相 談 所 の み が 有 し て い る こ と

③ 婦 人 相 談 員 個 人 が 対 応 で き る 範 囲 に は 限 界 が あ る こ と

な ど を 考 慮 し 、あ ら か じ め 、ど の 業 務 を 福 祉 事 務 所 等 が 行 い 、

ど の 業 務 を 婦 人 相 談 所 が 依 頼 を 受 け 実 施 す る か 、 を 定 め て

お く こ と が 望 ま し い 。
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た だ し 、 婦 人 相 談 員 を 委 嘱 し て い な い 市 等 も あ り 、 個 々 の

利 用 者 に よ っ て 状 況 は 異 な る の で 、 そ の 都 度 柔 軟 な 対 応 も

必 要 で あ る 。

ｲ)一 般 的 に 大 都 市 を か か え る 都 道 府 県 に お い て は 、 婦 人 相 談 所

の 業 務 の う ち 、 一 時 保 護 に 関 す る 業 務 及 び そ の 他 一 部 の 業 務

を 除 く 相 談 等 多 く の 業 務 を 市 区 が 行 っ て い る 傾 向 に あ る 。

具 体 例 と し て 、 平 日 や 日 中 の 相 談 業 務 に つ い て は 、 基 本

的 に 市 区 が 行 っ て い る 場 合 も あ る が 、 婦 人 相 談 所 と 市 区 と の

間 に お い て 、あ ら か じ め 取 り 決 め が な さ れ て い る の で あ れ ば 、

そ う し た 役 割 分 担 を 行 う こ と は 差 し 支 え な い 。（ 以 上 に よ り 、

市 区 が 業 務 を 行 っ て い る 場 合 に も 、 こ の ガ イ ド ラ イ ン で は 、

便 宜 上 婦 人 相 談 所 と の み 記 載 す る 。）

エ ． 配 偶 者 暴 力 相 談 支 援 セ ン タ ー か ら の 依 頼

ｱ )婦 人 相 談 所 以 外 の 配 偶 者 暴 力 相 談 支 援 セ ン タ ー か ら は 主 に Ｄ

Ｖ 被 害 者 の 一 時 保 護 に 関 す る 依 頼 が 想 定 さ れ る の で 、 あ ら か

じ め 婦 人 相 談 所 の 一 時 保 護 に つ い て 十 分 な 説 明 を 行 い 、 適 切

な 連 携 を 図 れ る よ う に し て お く 必 要 が あ る 。

ｲ)ま た 、 Ｄ Ｖ 被 害 者 に 対 す る 相 談 業 務 や 自 立 支 援 に 関 す る 業 務

に つ い て は 婦 人 相 談 所 の 業 務 と 重 複 す る た め 、 日 頃 か ら 情 報

提 供 、 意 見 交 換 、 合 同 事 例 研 究 の 実 施 な ど の 連 携 を 図 り 、 支

援 に つ い て 大 き な 差 が 生 じ な い よ う 留 意 す る こ と が 必 要 で あ

る 。

ｳ)配 偶 者 暴 力 相 談 支 援 セ ン タ ー か ら の Ｄ Ｖ 被 害 以 外 の 依 頼 の あ

る 可 能 性 も あ る 。 例 え ば 、 経 済 的 Ｄ Ｖ で 借 金 を 抱 え 、 滞 納 し

た た め に 居 住 で き る 家 を 失 っ て し ま っ た 事 例 な ど に つ い て 、

配 偶 者 暴 力 相 談 支 援 セ ン タ ー か ら 一 時 保 護 に つ い て 依 頼 が あ

っ た 場 合 は 、婦 人 相 談 所 に お い て 適 切 に 対 応 す る 必 要 が あ る 。
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（ ２ ） 多 様 な 相 談 内 容

婦 人 相 談 所 に お い て 対 応 す べ き 相 談 は 、 通 知 上 、 売 春 等 に 関

係 す る 相 談 と 、 配 偶 者 等 か ら の 暴 力 に 関 す る 相 談 、 及 び そ の 他

正 常 な 生 活 を 営 む 上 で 困 難 な 問 題 を 有 し て お り 、 か つ 、 そ の 問

題 を 解 決 す べ き 機 関 が 他 に な い た め に 、 実 際 に 支 援 を 必 要 と す

る 状 態 に あ る 方 か ら の 相 談 と な っ て い る 。（ 注 １ ）

こ の う ち 、 そ の 他 正 常 な 生 活 を 営 む 上 で 困 難 な 問 題 を 有 し て

お り 、 か つ 、 そ の 問 題 を 解 決 す べ き 機 関 が 他 に な い た め に 、 実

際 に 支 援 を 必 要 と す る 状 態 に あ る 方 の 相 談 内 容 は 、

・ 交 際 相 手 等 か ら の 暴 力

・ 親 族 か ら の 暴 力

・ 離 婚 問 題

・ 人 間 関 係

・ 生 活 困 窮

・ 住 居 問 題

・ 医 療 関 係

・ 人 身 取 引 被 害 （ 注 ２ ）

・ 性 暴 力 被 害

・ ス ト ー カ ー 被 害 （ 注 ３ )

・ い わ ゆ る ア ダ ル ト ビ デ オ 出 演 強 要 （ 以 下 「 Ａ Ｖ 出 演 強 要 」 と

い う 。）・「 Ｊ Ｋ ビ ジ ネ ス 」 被 害 （ 注 ４ ）

な ど 多 岐 に わ た る 。

【参考】

注１：「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の施行に対応した

婦人保護事業の実施について（H14.3.29雇用均等・児童家庭局長通知)
注２：婦人相談所における人身取引被害者への対応について（H16.8.16 雇用均等・児

童家庭局家庭福祉課長通知）

注３：「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律」の施行に対

応した婦人保護事業の実施について（H25.10.1 雇用均等・児童家庭局家庭福祉課
長通知）

注４：いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・「ＪＫビジネス」問題等に関する緊急

対策について（H29.3.31雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長通知）
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こ の よ う に 様 々 な 内 容 の 相 談 に 対 し て 、 婦 人 相 談 所 は 、 ど の

よ う な 内 容 で あ っ て も 利 用 者 の 話 を 丁 寧 に 確 実 に 聞 き 取 る 姿 勢

が 求 め ら れ る 。

特 に 利 用 者 本 人 か ら の 相 談 電 話 に つ い て は 、 電 話 を す る 時 点

で す で に 相 当 厳 し い 状 況 に 追 い 込 ま れ て い る 利 用 者 に 対 し て 、

単 に 「 こ こ で は 対 応 で き な い 」 と い う 対 応 は 不 十 分 で あ り 、 利

用 者 の 視 点 に 立 っ た 丁 寧 な 対 応 を 心 が け る こ と が 必 要 で あ る 。

し か し な が ら 、 相 談 内 容 に よ っ て は 、 実 際 に 婦 人 相 談 所 で は

対 応 が 難 し い 場 合 も あ る 。 ま た 、 他 に よ り 適 切 な 対 応 が 可 能 な

機 関 が あ る 場 合 も あ る 。 そ う し た 場 合 に は 他 の 機 関 に 確 実 に つ

な ぐ こ と が 求 め ら れ る 。 し た が っ て 、 あ ら か じ め 想 定 さ れ る 相

談 内 容 に 応 じ て 、 都 道 府 県 内 に ど の よ う な 機 関 が あ っ て 、 そ こ

で は ど の よ う な 支 援 内 容 が あ る の か を 情 報 と し て 把 握 し 、 協 議

の 上 対 応 が 可 能 と な る よ う 体 制 づ く り を し て お く こ と が 必 要 で

あ る 。

相 談 内 容 に 鑑 み 適 当 な 対 応 機 関 が す ぐ に 見 つ か ら な い 場 合

も 、 引 き 続 き 関 係 機 関 と の 調 整 を 継 続 し 、 そ の 間 は 一 時 保 護 す

る な ど 、 婦 人 相 談 所 で 対 応 可 能 な 支 援 を 行 う 。

人 身 取 引 被 害 に 関 す る 相 談 は 、 他 の ケ ー ス と 異 な り 、 利 用 者

本 人 か ら で は な く 主 に 警 察 か 入 国 管 理 局 か ら 要 請 さ れ る こ と が

大 半 で あ る 。 こ れ は 、 警 察 や 入 国 管 理 局 が 捜 査 や 身 柄 の 確 保 と

い う 権 限 を 機 関 と し て 持 っ て い る た め で あ り 、 婦 人 相 談 所 に 利

用 者 本 人 か ら 直 接 相 談 が あ っ た 場 合 に は 、 保 護 等 に 結 び つ け て

い く た め に 、 話 を 聞 い た 後 、 警 察 へ の 相 談 を 勧 め る 。

性 暴 力 被 害 は 、 重 大 な 人 権 侵 害 で あ り 、 警 察 や 医 療 機 関 、 市

区 町 村 、 犯 罪 被 害 者 支 援 機 関 や 性 暴 力 被 害 者 支 援 機 関 と 連 携 し
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な が ら 婦 人 相 談 所 に お い て 対 応 す る 。 被 害 直 後 の 急 性 期 に お い

て 相 談 を 受 け た 場 合 は 、 医 学 的 支 援 と し て の 治 療 が 非 常 に 重 要

で あ る こ と に 鑑 み 、 速 や か に 医 療 機 関 の 受 診 を 勧 め る 。 ま た 、

刑 法 の 一 部 が 改 正 さ れ 、 強 姦 罪 が 強 制 性 交 等 罪 へ 変 更 さ れ た こ

と や 強 制 わ い せ つ 罪 、 強 制 性 交 等 罪 等 が 非 親 告 罪 と な っ た こ

と 、 警 察 へ の 届 出 等 に つ い て も 丁 寧 に 説 明 す る 。

都 道 府 県 内 に 性 犯 罪 ・ 性 暴 力 被 害 者 の た め の ワ ン ス ト ッ プ 支

援 セ ン タ ー 等 性 暴 力 被 害 者 の 総 合 的 な 支 援 が 可 能 な 機 関 が あ る

場 合 は 、 支 援 の 要 請 を 行 う 。

【参考】

・刑法の一部を改正する法律の公布について（H29.6.23 警察庁刑事局長・生活安全局長

通達）

・内閣府 HP「行政が関与する性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センタ

ー（一覧）」（http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/avjk/pdf/one_stop.pdf）

ス ト ー カ ー 被 害 に 関 す る 相 談 は 、 利 用 者 本 人 か ら 直 接 相 談 を

受 け る こ と も 想 定 さ れ る が 、 今 ま さ に 被 害 に 遭 っ て い る 場 合 は

被 害 者 の 保 護 と と も に 、 加 害 者 へ の 対 応 が 不 可 避 で あ る こ と か

ら 、 ま ず 警 察 へ の 届 出 に つ い て 説 明 し 、 届 出 を 促 す 。

（ ３ ） 多 様 な 利 用 者

婦 人 相 談 所 に お い て 支 援 の 対 象 と な り う る 方 は 様 々 で あ る 。

高 齢 者 や 障 が い 者 、 ア ル コ ー ル 等 依 存 症 の 方 、 １ ８ 才 未 満 や 外

国 人 の 女 性 、 女 性 だ け で は な く 、 Ｄ Ｖ 被 害 者 の 場 合 は 、 男 性 や

セ ク シ ュ ア ル ・ マ イ ノ リ テ ィ の 方 ま で 幅 広 い 層 の 方 か ら の 相 談

が 考 え ら れ る 。

高 齢 者 の 場 合 は 、 市 区 町 村 の 高 齢 者 施 策 や 高 齢 者 虐 待 窓 口 と

連 携 す る こ と が 大 切 で あ る 。 内 容 に よ っ て 婦 人 相 談 所 で 支 援 し

た 方 が よ り よ い 支 援 が で き る 場 合 も あ る 。

http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/avjk/pdf/one_stop.pdf
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ど の よ う な 場 合 は 婦 人 相 談 所 が 支 援 し 、 ど の よ う な 場 合 に は

「 高 齢 者 虐 待 の 防 止 、 高 齢 者 の 養 護 者 に 対 す る 支 援 等 に 関 す る

法 律 」 に 基 づ く 支 援 を す る の か 、 関 係 機 関 と の 連 携 関 係 を 構 築

し 、 整 理 し て お く と と も に 、 協 働 し て い く 姿 勢 が 重 要 で あ る 。

関 係 機 関 に つ な ぐ 場 合 で も 、 責 任 を 持 っ て 婦 人 相 談 所 か ら 情 報

提 供 し 、 支 援 が 円 滑 に 行 わ れ る よ う 配 慮 す る 。 ま た 、 高 齢 者 虐

待 が 発 見 さ れ た 場 合 に は 、 高 齢 者 虐 待 の 窓 口 に 通 報 す る こ と も

必 要 で あ る 。

障 が い 者 に つ い て も 十 分 な 配 慮 が 必 要 で あ る 。 特 に 知 的 障 が

い 者 に つ い て は 、 本 人 が 明 確 に 意 思 表 示 が で き ず 、 本 人 の 意 に

反 し て 性 風 俗 産 業 に 従 事 さ せ ら れ る な ど 、 人 と し て の 尊 厳 が 守

ら れ て い な い ケ ー ス 等 に 対 応 す る 必 要 が あ る 。 そ う し た 方 か ら

相 談 が あ っ た 場 合 に は 、 障 が い 者 施 策 の 関 係 者 と よ く 連 携 を 図

り 、 婦 人 保 護 施 設 の 利 用 も 含 め て 婦 人 相 談 所 に お い て 対 応 を 検

討 す る こ と は 婦 人 相 談 所 の 重 要 な 役 割 の １ つ で あ る 。

ま た 、 精 神 障 が い 者 に つ い て も 、 婦 人 相 談 所 で の 対 応 が 求 め

ら れ る 事 例 が 多 く 、 緊 急 時 の 警 察 へ の 通 報 や 医 療 機 関 へ の 連 絡

も 含 め 、 利 用 を 可 能 と す る た め の 具 体 策 を 検 討 し て お く 。

市 区 町 村 の 障 が い 担 当 と の 連 携 を 密 に 図 る 必 要 が あ り 、 関 係

機 関 に つ な ぐ 場 合 で も 、 責 任 を 持 っ て 婦 人 相 談 所 か ら 情 報 提 供

し 、 支 援 が 円 滑 に 行 わ れ る よ う 配 慮 す る 。 ま た 、 障 が い 者 虐 待

が 発 見 さ れ た 場 合 に は 、 障 が い 者 虐 待 の 窓 口 に 通 報 す る こ と も

必 要 で あ る 。

Ｄ Ｖ 被 害 者 や 性 暴 力 被 害 者 等 の 中 に は そ れ ら を 背 景 と し て 、

ア ル コ ー ル や 薬 物 依 存 症 、 ギ ャ ン ブ ル 等 依 存 症 の 方 も い る こ と

か ら 、 専 門 の 治 療 機 関 や 回 復 プ ロ グ ラ ム を 有 す る 自 助 グ ル ー プ

の 活 用 を 考 え る 上 で も 、 精 神 保 健 福 祉 セ ン タ ー や 医 療 機 関 と 連

携 し て 対 応 す る こ と も 必 要 で あ る 。
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１ ８ 才 未 満 の 保 護 ・ 支 援 に つ い て は 、 児 童 相 談 所 の 対 応 が 基

本 で あ る が 、 婦 人 相 談 所 は 児 童 相 談 所 と 違 い 年 齢 に よ る 制 限 は

な く 、 児 童 買 春 や Ａ Ｖ 出 演 強 要 ・「 Ｊ Ｋ ビ ジ ネ ス 」 等 に よ る 性

暴 力 被 害 の 事 例 な ど 婦 人 相 談 所 で 支 援 し た 方 が 、 よ り 適 切 な 支

援 が で き る 場 合 も あ る こ と か ら 、 児 童 相 談 所 や 市 区 町 村 と 十 分

協 議 の う え 、 事 例 に 応 じ て 柔 軟 に 対 応 す る こ と も 必 要 で あ る 。

未 成 年 （ １ ８ 才 以 上 ２ ０ 才 未 満 ） の 場 合 に つ い て も 、 市 区 町

村 や 関 係 機 関 と 十 分 に 連 携 し 情 報 を 共 有 し た 上 で 、 親 権 等 の 問

題 も 考 慮 し つ つ 、 婦 人 相 談 所 に お い て 支 援 を 行 う 。

親 族 に よ る 虐 待 被 害 を 受 け て い る 場 合 は 、 児 童 自 立 生 活 援 助

事 業 の 活 用 や 親 権 喪 失 の 審 判 請 求 な ど 児 童 相 談 所 に よ る 支 援 も

含 め 対 応 を 検 討 す る 。

ま た 、 １ ８ 才 未 満 の 時 点 で 児 童 相 談 所 が 支 援 し て い た 利 用 者

に つ い て は 、 本 人 の 了 解 を 得 た 上 で 、 当 時 の 情 報 提 供 を 受 け 、

そ れ を 踏 ま え た 支 援 を 行 う こ と も 有 効 で あ る 。

【参考】

児童自立生活援助事業（自立援助ホーム）については、児童福祉法の改正により、平成 29

年 4月 1日から、22歳の年度末までの間にある大学等就学中の者について、継続して支

援を行うことを可能とした。

外 国 籍 の 女 性 に つ い て は 、 言 語 の 問 題 な ど に よ り 支 援 に 関 す

る 情 報 を 十 分 活 用 す る こ と が で き な い こ と 、 支 援 機 関 へ の ア ク

セ ス の 難 し さ な ど の 外 国 人 固 有 の 脆 弱 性 が あ る こ と や 、 生 活 習

慣 等 の 違 い 、 日 本 の 社 会 シ ス テ ム や 法 制 度 の 理 解 が 不 十 分 な こ

と な ど を 理 解 す る 必 要 が あ る 。 そ れ ら を 踏 ま え て 、 外 国 人 対 応

の 機 関 な ど と も 連 携 を 図 り な が ら 支 援 を 行 う 必 要 が あ る 。
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婦 人 相 談 所 は 配 偶 者 暴 力 相 談 支 援 セ ン タ ー の 機 能 を 有 し て お

り 、 配 偶 者 暴 力 相 談 支 援 セ ン タ ー と し て は 、 Ｄ Ｖ 被 害 男 性 や セ

ク シ ュ ア ル ・ マ イ ノ リ テ ィ の 方 も 、 支 援 の 対 象 で あ る 。

面 談 や 一 時 保 護 が 必 要 と な っ た 場 合 に は 、 外 部 に 面 談 場 所 や

一 時 保 護 の 委 託 先 と し て 協 力 を 得 ら れ る 施 設 を 検 討 し て お き 、

他 の 女 性 利 用 者 へ の 影 響 を 考 慮 し つ つ 、 必 要 な 支 援 が で き る よ

う に し て お く こ と が 望 ま し い 。

た だ し 、女 性 利 用 者 へ の 加 害 者 に よ る い わ ゆ る「 な り す ま し 」

に よ る 捜 索 活 動 に は 十 分 留 意 す る 必 要 が あ る 。

〓 他 機 関 と の 連 携 の 重 要 性 ① 〓

婦人相談所の業務は、多くのケースで他機関との連携を必要とされているため、様々な種類の相談内容の

うち、どこまでを婦人相談所が支援し、どこからを他機関に依頼するのかを、あらかじめ各都道府県において

検討し、こういう内容であれば他機関につなぐということを当該他機関と十分に決めておく必要がある。極力、利

用者が次にどうしていいのか困ってしまうようなつなぎ方をしてはいけない。

そのためには、日頃から周辺他施策に関する情報収集や意見交換あるいはケース検討など連携を図ってお

くことが重要である。都道府県内に連携できる機関があるのか組織を超えて情報収集し開拓していくことが

重要である。都道府県によっては、児童相談所など他の公的機関との複合型施設として婦人相談所が設置さ

れているが、併設されている機関だけでなく、その他の機関も含めた連携体制が望まれる。

また、実際のケース対応では、婦人相談所が事前の連絡や確認を入れるなど、確実に他機関につなげる

よう心がける。

なお、近年問題となっている、AV出演強要・「JKビジネス」問題等の対応においては、被害に遭いやすい

若年女性の支援を行っている民間団体との連携体制をとることが望ましい。

ただし、面接や一時保護を行うなどの場合と違い、はじめに相談が入った段階での対応は、十分な情報

が得られにくい。多くの場合は電話での相談である。

そのため、この段階ではまず、どこが担当であるのかを決めつけず、いったんは利用者の話をよく聞き、

本人の同意を得て利用者の状況をなるべく多く把握し、その上で必要な場合には他機関につなげるようにす

る。
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なお、なるべく多くの他機関と連携を図ることが重要ではあるが、いずれ の機関においても支援が困難

な場合においては、婦人相談所において何らかの支援を行えるよう努める。必要に応じ、婦人相談所が主た

る対応機関となり、他機関・他分野との連携に基づくチームとしての支援が可能になるように調整機能を積

極的に果たすといったことが考えられる。

２．支援の開始

他 機 関 へ つ な い だ ケ ー ス を 除 き 、 婦 人 相 談 所 で の 支 援 が 必 要 な

ケ ー ス に つ い て 、 実 際 の 支 援 を 開 始 す る 。

（ １ ） 来 所 相 談

電 話 に よ る 相 談 や 他 機 関 か ら の 依 頼 等 に よ り 、 一 時 保 護 を 含

め た 婦 人 相 談 所 で の 支 援 が 必 要 な 場 合 は 、 婦 人 相 談 所 へ の 来 所

を 促 し 、 面 接 を 行 う 。

他 機 関 、 特 に 警 察 か ら 来 所 の 依 頼 の あ っ た 場 合 に は 、 可 能 な

範 囲 で 利 用 者 本 人 の 意 思 や 家 庭 の 状 況 等 を 確 認 し 、 ま た 、 婦 人

相 談 所 の 目 的 や 役 割 、 安 全 確 保 の た め の ル ー ル に つ い て 利 用 者

に 説 明 し 、 同 意 を 得 て 来 所 し て も ら う 。

来 所 に 当 た っ て は 、 利 用 者 に 婦 人 相 談 所 が 所 在 地 を 公 表 し て

い な い 意 味 を よ く 説 明 し 、 理 解 を 得 て か ら 所 在 地 を 告 げ る 。

な お 、 婦 人 相 談 所 本 体 と は 別 に 一 時 保 護 所 を 設 置 し て い る な

ど 所 在 地 を 公 表 し て い る 婦 人 相 談 所 は こ の 限 り で は な い 。

状 況 に よ っ て は 、 利 用 者 の 安 全 の た め 、 関 係 機 関 や 利 用 者 の

自 宅 周 辺 な ど か ら 、 一 時 保 護 所 へ の 入 所 に つ い て は 、 支 援 を つ

な い だ 機 関 （ 警 察 や 市 区 町 村 等 ） に 、 安 全 確 保 の 上 、 移 送 を 依

頼 す る 。 な お 、 加 害 者 か ら の 追 及 の お そ れ な ど の 危 険 性 が 高 い
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場 合 は 、 警 察 等 と 連 携 し 移 送 を 行 う こ と が 必 要 で あ る 。

（ ２ ） 面 接

面 接 を 行 う 場 所 と し て 利 用 者 の プ ラ イ バ シ ー を 考 慮 し 、 カ ウ

ン タ ー な ど で は な く 面 接 室 な ど の 個 室 で 安 心 し て 面 接 で き る 空

間 を 確 保 す る 。

面 接 に 当 た っ て は 、 こ れ ま で 利 用 者 が 置 か れ て い た 状 況 に 十

分 に 配 慮 し 、利 用 者 本 位 の 傾 聴 の 姿 勢 で 臨 む こ と が 重 要 で あ る 。

く れ ぐ れ も 権 威 的 な 姿 勢 で 臨 ん で は な ら な い 。

（ ３ ） ケ ー ス 記 録 の 作 成 と 管 理

支 援 に 関 す る 記 録 を 公 文 書 と し て 残 す こ と は 重 要 で あ る 。 支

援 に 関 す る 記 録 は 、 そ の 後 の 支 援 の 方 針 を 検 討 し て い く 上 に お

い て も 、 再 度 利 用 が あ っ た 場 合 や 、 他 機 関 に つ な ぐ 場 合 に も 有

効 に 活 用 で き る 情 報 と な る 。

記 録 に は 、 同 伴 者 を 含 め た 利 用 者 の 氏 名 、 生 年 月 日 、 家 族 構

成 等 の 基 本 情 報 か ら 、 支 援 に 至 る ま で の 生 育 ・ 生 活 歴 、 健 康 状

態 、 本 人 の 意 向 等 ま で を 記 載 し 、 併 せ て 利 用 者 の プ ラ イ バ シ ー

保 護 や 安 全 確 保 の 観 点 か ら 情 報 管 理 す る 必 要 が あ る 。

た だ し 、 一 方 に お い て 、 加 害 者 や そ の 代 理 人 か ら の 情 報 公

請 求 へ の 対 応 に つ い て も 注 意 を 払 う 必 要 が あ る （ リ ス ク マ ネ ー

ジ メ ン ト ） の で 、 記 録 の 方 法 や そ の 取 扱 い 等 に つ い て 、 個 人 情

報 保 護 制 度 や 、 各 都 道 府 県 の 情 報 の 管 理 、 取 扱 規 程 を 踏 ま え て

対 応 す る 必 要 が あ る 。
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３．支援方針の検討（入所調整会議）

（ １ ） 調 査

入 所 調 整 会 議 の 開 催 に 先 駆 け て 、 必 要 に 応 じ て 、 面 談 の 中 で

得 ら れ た 情 報 で 確 認 が 必 要 な 点 や そ の 他 不 明 な 点 に つ い て 、 利

用 者 に 了 解 を 得 て 関 係 機 関 に 照 会 す る 。

他 の 支 援 機 関 か ら 支 援 を 依 頼 さ れ た 場 合 な ど に は 、 そ れ ま で

の 経 緯 な ど の 情 報 を 得 る た め に 特 に 必 要 で あ る 。

た だ し 、 婦 人 相 談 所 と し て 加 害 者 や そ の 関 係 者 等 に 対 し 聞 き

取 り な ど 直 接 的 に 接 触 し て の 調 査 を 行 う こ と は 、 利 用 者 の 安 全

性 の 確 保 の 観 点 か ら 控 え る べ き で あ る 。

ま た 、直 接 加 害 者 と は 関 係 の な い 機 関 等 に 照 会 す る 場 合 に も 、

婦 人 相 談 所 の 行 う 調 査 に は 、法 的 な 調 査 権 は 付 与 さ れ て お ら ず 、

加 害 者 に 利 用 者 の 所 在 を 特 定 さ れ る 危 険 性 も あ る こ と か ら 、 利

用 者 に 了 解 を 得 て 保 護 す る 上 で 必 要 な 情 報 に 限 っ て 実 施 す る こ

と 。

（ ２ ） 入 所 調 整 会 議 の 開 催

利 用 者 の 支 援 に 関 す る 方 針 を 決 定 す る た め 入 所 調 整 会 議 を 開

催 す る 。 入 所 調 整 会 議 で は 、 面 接 等 を 踏 ま え て 、

① 一 時 保 護

② 一 時 保 護 を 外 部 委 託

③ 一 時 保 護 は せ ず 、 引 き 続 き 定 期 的 な 相 談 支 援 を 実 施

④ 一 時 保 護 は せ ず 、 施 設 へ の 入 所

な ど の 今 後 の 支 援 の 方 法 に つ い て 決 定 す る 。

入 所 調 整 会 議 は 、 所 長 以 下 そ れ ま で 面 接 等 に 関 わ っ た 職 員 、
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今 後 支 援 を 担 当 す る 職 員 が 常 勤 ・ 非 常 勤 に か か わ ら ず 参 加 し 、

開 催 す る 。

ま た 、 特 に 緊 急 な ケ ー ス に つ い て は 、 入 所 調 整 会 議 を 簡 略 な

も の に す る 、 あ る い は 事 後 報 告 で よ い も の と す る な ど の 柔 軟 な

対 応 が 必 要 で あ る 。

入 所 調 整 会 議 の 結 果 、 他 に 安 全 な 避 難 場 所 が あ る な ど 一 時 保

護 に は 至 ら な か っ た 場 合 に つ い て も 、 婦 人 相 談 所 と し て 引 き 続

き 必 要 な 支 援 を 実 施 す る 。

（ ３ ） 本 人 の 意 思 と 同 意

入 所 調 整 会 議 に 際 し て は 、 ま ず 利 用 者 本 人 の 意 思 、 本 人 の 自

立 （ 生 活 の 立 て 直 し ） に 向 け た 具 体 策 に つ い て 十 分 尊 重 す る こ

と が 基 本 で あ る 。

な お 、 本 人 が 何 ら か の 意 思 を 持 ち 、 一 定 の 判 断 を 下 す た め に

は 、 そ の た め に 十 分 な 情 報 を も っ て い る 必 要 が あ る 。 し た が っ

て 、 一 時 保 護 所 へ の 入 所 を 含 め た 今 後 の 生 活 に 関 す る い く つ か

の 選 択 肢 や そ れ ぞ れ の 選 択 肢 の 長 所 ・ 短 所 、 利 用 で き る 支 援 の

内 容 等 に つ い て 、 利 用 者 に 分 か り や す く 情 報 提 供 す る 等 、 本 人

の 自 己 決 定 を 支 援 す る た め の 対 応 が な さ れ て い る か 、 留 意 す る

必 要 が あ る 。

ま た 、 入 所 調 整 会 議 で 出 さ れ た 方 針 に つ い て も 、 利 用 者 本 人

へ 説 明 し 同 意 を 得 る 。 特 に 、 外 部 へ の 委 託 を 含 め 一 時 保 護 を 行

う 場 合 に は 、 一 時 保 護 の 目 的 や 役 割 に つ い て 説 明 し 、 必 ず 本 人

の 同 意 を 得 て 行 う 。

（ ４ ） 同 伴 児 童 の 対 応 に つ い て

利 用 者 が 児 童 を 伴 う 場 合 は 、 利 用 者 本 人 だ け で な く 同 伴 児 童

を 含 め た 家 族 と し て の 支 援 の 方 針 を 検 討 す る 。
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特 に 、 Ｄ Ｖ 被 害 者 家 族 に お い て は 、 同 伴 児 童 に つ い て は 「 被

虐 待 児 童 」 と し て の 視 点 で 対 応 す る こ と が 必 要 で あ る 。

同 伴 児 童 に つ い て 、 利 用 者 本 人 と と も に 引 き 続 き 婦 人 相 談 所

で 支 援 す る 場 合 に お い て も 、 児 童 へ の 適 切 な 支 援 を 確 保 す る 上

で 必 要 な 場 合 に は 、 母 親 で あ る 利 用 者 本 人 の 了 解 を 得 て か ら 児

童 相 談 所 に 連 絡 し 、 そ の 後 連 携 を 図 る 。

入 所 調 整 会 議 の 結 果 、 一 時 保 護 が 必 要 と 判 断 さ れ た 場 合 に 、

利 用 者 に よ る 同 伴 児 童 へ の 虐 待 の 恐 れ が あ る 場 合 は 、 母 子 を 分

離 し 、 児 童 相 談 所 の 対 応 を 依 頼 す る こ と も 検 討 す る 。

ま た 、児 童 が 男 子 で 年 齢 が 高 い 場 合（ 小 学 校 高 学 年 や 中 学 生 ）

に は 、 状 況 に 応 じ て 、 母 子 と も に 外 部 の 施 設 等 に 一 時 保 護 の 委

託 を 依 頼 す る こ と 、 母 子 分 離 し て 児 童 の み を 外 部 の 施 設 等 に 一

時 保 護 の 委 託 を 依 頼 す る こ と 、 あ る い は 児 童 相 談 所 に 一 時 保 護

を 依 頼 す る こ と を 検 討 す る 。

（ ５ ） 関 係 者 間 で の 支 援 方 針 の 共 有

入 所 調 整 会 議 で 決 定 し た 支 援 方 針 は 、 婦 人 相 談 所 内 の 関 係 職

員 間 で 共 有 す る 。

都 道 府 県 に よ っ て は 、 相 談 担 当 と 一 時 保 護 所 担 当 な ど と 役 割

分 担 さ れ て い る と こ ろ も あ る こ と 、 婦 人 相 談 所 の 職 員 は 多 様 な

職 種 の 職 員 が い る こ と 、 雇 用 形 態 も 常 勤 ・ 非 常 勤 、 兼 務 職 員 な

ど と 一 様 で は な い こ と 、 職 員 の 勤 務 時 間 帯 が 異 な る こ と な ど の

た め 共 有 が 困 難 な 場 合 も あ る 。

そ の よ う な 現 状 で あ っ た と し て も 、 入 所 調 整 会 議 で 決 定 し た

支 援 方 針 に つ い て 、 支 援 に 当 た る す べ て の 職 員 が 情 報 を 十 分 に

共 有 し て 業 務 に 当 た る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

ま た 、 必 要 に 応 じ て 、 婦 人 相 談 所 以 外 の 関 係 機 関 に 連 絡 し 、

共 有 す る 。
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（ ６ ） 緊 急 を 要 す る ケ ー ス （ 主 に 警 察 か ら の 要 請 ）

警 察 か ら の 保 護 の 要 請 は 、 身 体 的 暴 力 被 害 や 人 身 取 引 被 害 あ

る い は ス ト ー カ ー 被 害 な ど 、 い ず れ も 利 用 者 に 身 の 危 険 が 迫 っ

て お り 特 に 緊 急 を 要 す る ケ ー ス が 多 い 。 こ う し た 場 合 は 、 迅 速

な 判 断 が 求 め ら れ る の で 、 入 所 調 整 会 議 を 簡 略 化 せ ざ る を 得 な

い 場 合 な ど が あ る 。

他 方 、 現 に 警 察 に 保 護 さ れ て い る 場 合 に は 安 全 は 確 保 さ れ て

い る の で 、 警 察 を 通 じ 、 可 能 で あ れ ば 直 接 本 人 に 対 し 、 婦 人 相

談 所 で 対 応 で き る 支 援 内 容 等 に つ い て 明 確 に 伝 え 、 保 護 に つ い

て は 本 人 の 意 思 に 基 づ か な け れ ば な ら な い 。

こ の た め 、 日 頃 か ら 要 請 が あ っ た 時 に 最 低 限 確 認 す べ き 事 項

や 伝 え る べ き 事 項 に つ い て の チ ェ ッ ク リ ス ト 等 を 準 備 し て お く

こ と も 有 効 で あ る 。

４．一時保護

（ １ ） 安 心 安 全 な 生 活 環 境 の 提 供

利 用 者 が 一 時 保 護 期 間 中 に 生 活 す る 一 時 保 護 所 の 居 室 等 の 生

活 空 間 や 、 一 日 の ス ケ ジ ュ ー ル 構 成 、 そ の 他 衣 食 住 す べ て の 生

活 環 境 に わ た っ て 、 利 用 者 が 不 安 感 や 危 機 感 を 感 じ な い よ う 配

慮 す る 。

（ ２ ） イ ン テ ー ク （ 保 護 当 初 の 対 応 ）

一 時 保 護 当 初 に お け る 利 用 者 は 、 そ れ ま で 大 変 厳 し い 経 験 を

強 い ら れ て い た た め 、精 神 的 に 不 安 定 な 状 態 で あ る 場 合 が 多 い 。

ま ず は 緊 張 感 を 和 ら げ 、 安 心 し て も ら う こ と に 重 点 を 置 い て 接
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す る よ う 心 が け 、 利 用 者 が リ ラ ッ ク ス し て 心 身 を 休 め た 後 、 一

時 保 護 所 の 目 的 や 役 割 に つ い て の 説 明 を 行 う な ど 配 慮 す る 。 な

お 、 児 童 を 伴 う 場 合 は 、（ 乳 児 を 除 い て ） 児 童 本 人 に も 職 員 か

ら わ か り や す く 説 明 す る 。

そ の 説 明 が 済 ん だ 後 に 、 一 時 保 護 に 至 る ま で の 経 過 、 本 人 の

意 思 や 希 望 、 そ の 他 生 活 を 送 る 上 で の 留 意 点 な ど に つ い て 聞 き

取 り を 行 う 。

次 に 、一 時 保 護 中 の 入 所 中 の ル ー ル に つ い て「 入 所 の し お り 」

な ど を 用 い て 説 明 し 、 同 意 を 得 る 。

一 時 保 護 所 は 他 の 入 所 者 と 共 同 で 生 活 す る 場 で あ る の で 、 そ

の た め の 一 定 程 度 の ル ー ル は 理 解 し て も ら え る よ う 説 明 す る 。

一 時 保 護 中 の 外 部 と の 連 絡 や 、 一 時 保 護 所 周 辺 へ の 自 由 外 出

に つ い て は 、 利 用 者 の 危 険 性 を 考 慮 し 、 あ る 程 度 制 約 を 設 け る

こ と は 必 要 で あ る 。 た だ し 、 適 宜 考 慮 す る こ と も 必 要 で あ り 、

入 所 の 理 由 や 他 の 入 所 者 へ の 影 響 な ど 、状 況 に 応 じ て 判 断 す る 。

携 帯 電 話 を 含 め た 電 子 機 器 に つ い て は 、 そ の 機 能 に よ り 、 Ｄ

Ｖ や ス ト ー カ ー 等 の 加 害 者 が 、 利 用 者 で あ る 被 害 者 の 居 場 所 を

特 定 し 、 追 跡 す る 危 険 も あ る こ と か ら 、 利 用 の 仕 方 （ 制 限 ） に

つ い て 、 よ く 説 明 し 理 解 を 得 る よ う に す る 。

特 に 若 年 女 性 の 中 に は 、 ス マ ー ト フ ォ ン な ど 通 信 手 段 と し て

の 電 子 機 器 の 制 限 を 理 由 の 一 つ と し て 入 所 を 拒 む ケ ー ス も 多 い

が 、 仮 に 制 限 し な い 場 合 に 起 こ り う る 危 険 等 を 分 か り や す く 丁

寧 に 説 明 し 、 理 解 を 得 る 努 力 が 必 要 で あ る 。

（ ３ ） 健 康 状 態 の 把 握

看 護 師 、（ 嘱 託 ） 医 師 を 活 用 し 、 今 後 の 支 援 上 必 要 な 情 報 の
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１ つ と し て 利 用 者 の 健 康 状 態 を 把 握 す る 。

児 童 を 伴 う 場 合 は 、 児 童 の 健 康 状 態 の 把 握 も 併 せ て 行 う 。

問 診 は 、（ 嘱 託 ） 医 師 に 依 頼 し 、 投 薬 （ 服 薬 ） に つ い て は 、

婦 人 相 談 所 そ れ ぞ れ の 体 制 や 本 人 の 状 況 等 に 応 じ て 、 柔 軟 に 対

応 す る （ ※ ）。 例 え ば 、 医 師 や 看 護 師 が 配 置 さ れ て い る 場 合 に

は 、 医 師 の 指 示 に 従 い 、 看 護 師 が 薬 剤 を 管 理 す る 方 法 も 考 え ら

れ る 一 方 、 本 人 の 状 況 に よ っ て は 自 己 管 理 が 望 ま し い 場 合 も 考

え ら れ る 。

同 伴 児 童 を 含 め 、 利 用 者 の ア レ ル ギ ー や 持 病 に 関 す る 情 報 も

把 握 す る 。

（※）特に、薬物依存や精神障がいのある利用者については、衝動的に大量の服薬を行

う可能性があることから、薬の管理については、十分留意する必要がある。

（ ４ ） 心 理 面 接

（ 一 般 的 に ） Ｄ Ｖ 被 害 や 性 暴 力 被 害 に あ っ た 利 用 者 は 、 著 し

く 心 の 健 康 を 損 ね て い る 場 合 が 多 い の で 、 極 力 、 心 理 面 接 を 実

施 し 、 そ の 他 の 利 用 者 に つ い て も 、 入 所 に 至 っ た 経 緯 等 を 踏 ま

え 、 必 要 性 を 判 断 し 、 同 意 を 得 て 心 理 面 接 を 実 施 す る 。

利 用 者 本 人 の み で な く 、 同 伴 す る 児 童 に 対 し て も 心 理 的 な 支

援 を 行 う 。

面 接 に 当 た っ て は 、 利 用 者 が 心 身 の 状 態 が 不 安 定 な 時 期 に あ

る こ と に 十 分 留 意 し て 行 う 。

チ ェ ッ ク リ ス ト を 活 用 す る な ど 、 利 用 者 に 負 担 の な い 範 囲 で

現 在 の 心 身 の 健 康 状 態 を 評 価 し 、 利 用 者 の 心 の 健 康 の 回 復 や 自

立 支 援 に 役 に 立 つ よ う な 心 理 教 育 を 行 う 。 必 要 に 応 じ て 精 神 科

受 診 に つ な ぐ 。

ア セ ス メ ン ト が 必 要 な 場 合 に は 、 本 人 の 了 解 を 得 て 、 不 必 要
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な 検 査 は 避 け つ つ 、 心 身 の 不 安 定 な 時 期 で あ る こ と を 十 分 に 配

慮 し て 行 う 。

【参考】

・平成２３年度児童関連サービス調査研究「女性相談機関における女性とこどもの心理

的アセスメントとケアの支援の標準化に関する調査研究「女性相談機関における女性

とこどもの心理的アセスメントとケアの支援の手引き」」（主任研究者：米田弘枝）

（ ５ ） 保 護 中 の 支 援

一 時 保 護 期 間 中 に 自 立 に 必 要 な 様 々 な 情 報 提 供 を 行 い 、 利 用

者 と 共 に 考 え な が ら 、 自 立 に つ い て 利 用 者 の 意 思 を 確 認 し て い

く 。

保 護 中 の 支 援 は 、 ケ ー ス ワ ー ク を 主 体 に 進 め つ つ 、 自 立 に 向

け て は ソ ー シ ャ ル ワ ー ク の 手 法 も 用 い 、 利 用 者 と と も に 生 活 再

建 策 な ど 自 立 支 援 の 方 策 に つ い て 検 討 す る 。

利 用 者 本 人 が 自 立 に 向 け て の 手 続 き 等 で 特 定 の 機 関 等 に 出 向

く 際 、 同 行 が 必 要 な 場 合 は 、 職 員 が 同 行 し て 支 援 す る 。

退 所 後 の 安 全 確 保 の 支 援 の 一 環 と し て 、 保 護 命 令 の 対 象 と な

り 得 る Ｄ Ｖ 被 害 者 に つ い て は 、 保 護 命 令 制 度 に つ い て 説 明 し 、

利 用 者 が 望 む 場 合 に は 、 申 立 手 続 き に つ い て 支 援 す る 。 併 せ

て 、 Ｄ Ｖ 教 育 や そ の 他 の 法 的 支 援 に つ い て も 実 施 す る 。

（ ６ ） 生 活 場 面 で の 支 援

面 接 以 外 の 一 時 保 護 中 の 生 活 場 面 に お け る 利 用 者 の さ り げ な

い 行 動 や 言 動 、 あ る い は 母 子 間 で の や り と り に 利 用 者 の 素 直 な

気 持 ち が 表 れ る こ と が あ る 。 こ う し た 日 常 の 場 面 か ら 一 人 ひ と

り の 気 持 ち を 読 み 取 り 、 利 用 者 個 々 へ よ り そ っ た 支 援 を 行 う こ

と も 必 要 で あ る 。
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た だ し 、 常 に 利 用 者 を 観 察 し 続 け る よ う な 行 為 は 適 当 で は な

い 。

（ ７ ） 食 事 の 提 供

入 所 前 に は 偏 っ た 食 生 活 を 続 け て い た 利 用 者 も 多 く 、 栄 養 の

バ ラ ン ス の と れ た 温 か い 食 事 は 、 利 用 者 に 安 心 感 を 与 え 、 何 よ

り 健 康 回 復 に つ な が る 。

ま た 、 一 時 保 護 所 は 集 団 生 活 の 場 で あ る こ と か ら 、 利 用 者 そ

れ ぞ れ の 事 情 に 応 じ た ル ー ル の 下 に 、 利 用 者 に 配 慮 し て 提 供 す

る こ と が 望 ま し い 。

な お 、 外 国 人 へ の 食 文 化 の 配 慮 、 ア レ ル ギ ー 食 や 刻 み 食 の 提

供 、 乳 幼 児 へ の 対 応 な ど 、 利 用 者 一 人 ひ と り に 応 じ た き め 細 か

な 配 慮 も 必 要 で あ る 。

（ ８ ） 学 習 ・ 保 育 支 援

同 伴 児 童 の う ち 、 特 に 義 務 教 育 対 象 年 齢 の 児 童 に つ い て は 、

一 時 保 護 期 間 中 も 学 習 の 時 間 を 設 け る な ど 、 学 習 機 会 の 確 保 に

努 め る 。

利 用 者 の お か れ た 経 済 的 ・ 社 会 的 状 況 等 に よ っ て は 、 退 所 後

に お い て 、 適 切 な 学 習 習 慣 が 確 立 さ れ て い な い こ と か ら 生 じ る

「 貧 困 （ 負 ） の 連 鎖 」 が 懸 念 さ れ る こ と か ら 、 児 童 本 人 に 対 す

る 学 習 支 援 に 加 え 、 母 親 等 に 対 し て も 、 児 童 が 学 習 す る こ と の

大 切 さ が わ か る よ う な 支 援 を 工 夫 す る 。

併 せ て 、 同 伴 児 童 の い な い 利 用 者 も 含 め て 、 必 要 に 応 じ て 、

社 会 的 自 立 に 資 す る 内 容 の 講 習 会 等 を 行 う こ と も 検 討 す る 。

同 伴 児 童 の う ち 、 乳 幼 児 に つ い て は 、 利 用 者 で あ る 母 親 に よ

る 保 育 が 一 時 的 に 困 難 な 状 態 に あ る 場 合 や 、 利 用 者 が 一 人 で 考

え る 時 間 が 必 要 な 場 合 な ど は 、 職 員 が 一 時 的 に 保 育 を 代 替 す る

体 制 を 整 え る 必 要 が あ る 。
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利 用 者 に よ っ て は 、 育 児 に 対 す る 知 識 が 乏 し い 利 用 者 も い る

の で 、 必 要 に 応 じ て 育 児 に 関 す る 助 言 や 支 援 も 行 う 。

（ ９ ） 退 所 に 向 け て の 支 援

一 時 保 護 期 間 を 終 え 、 利 用 者 が 新 た な 居 住 地 で の 生 活 を 希 望

す る 際 、特 に Ｄ Ｖ 被 害 者 に つ い て は 、利 用 者 本 人 の 同 意 を 得 て 、

入 所 時 に 支 援 措 置 （ 行 方 不 明 者 届 の 不 受 理 等 ） を 届 け 出 て い る

場 合 は 特 に 、 最 寄 り の 警 察 へ 婦 人 相 談 所 を 退 所 し 新 た に 居 住 す

る 旨 の 連 絡 を 行 い 、 安 全 の 確 保 を 図 る 。

す ぐ に 自 立 が 困 難 な 利 用 者 に つ い て は 、 婦 人 保 護 施 設 、 母 子

生 活 支 援 施 設 等 へ の 入 所 に つ い て 利 用 者 本 人 と 相 談 し 検 討 す

る 。 ま た 、 民 間 シ ェ ル タ ー を 利 用 す る こ と に つ い て も 情 報 提 供

し 、 利 用 者 と と も に 検 討 す る 。

一 時 保 護 の 平 均 期 間 は １ ５ ． ３ 日 （ 平 成 ２ ７ 年 度 家 庭 福 祉 課

調 べ ） と な っ て お り 、 運 用 上 も 二 週 間 を メ ド と し て い る 例 が 多

い が 、 今 後 の 自 立 の メ ド が 立 た な い う ち に 、 二 週 間 経 過 し た の

で す ぐ に 退 所 を 促 す と い う よ う な こ と が あ っ て は な ら な い 。 他

方 で 、 二 週 間 経 っ て も 自 立 の メ ド の 立 ち そ う も な い 利 用 者 は そ

も そ も 一 時 保 護 し な い と い う よ う な 運 用 も 行 っ て は な ら な い 。

一 時 保 護 の 期 間 は 利 用 者 に よ っ て 異 な る の で 、 弾 力 的 に 取 り 扱

う よ う 配 慮 す る こ と 。

【参考】

・「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の施行に対応した婦人保

護事業の実施について（H14.3.29 雇用均等・児童家庭局長通知)

（ 10） 一 時 保 護 の 外 部 委 託

一 時 保 護 は 、 婦 人 相 談 所 の 一 時 保 護 所 （ 婦 人 相 談 所 内 に 付 設
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し て い る 一 時 保 護 所 だ け で は な く 、 別 の 場 所 に 設 置 し て い る 場

合 も 含 む ） で 行 う こ と が 基 本 で あ る 。 た だ し 、 Ｄ Ｖ 被 害 者 や ス

ト ー カ ー 被 害 者 、 性 暴 力 被 害 者 、 人 身 取 引 被 害 者 等 利 用 者 の 入

所 理 由 等 に よ っ て は 、 外 部 施 設 へ 委 託 す る こ と も 可 能 で あ る 。

ま た 、 利 用 者 の 入 所 理 由 に か か わ ら ず 、

・ 入 所 者 が 外 国 人 で あ り 、 言 語 な ど の 問 題 で 、 委 託 し た 方 が

よ り よ い 支 援 が で き る 施 設 が 近 く に あ る 場 合

・ 加 害 者 等 に 利 用 者 が 婦 人 相 談 所 を 利 用 し て い る こ と が 知 ら

れ て し ま っ て い る 場 合

・ 同 伴 児 童 に 小 学 校 高 学 年 な い し は 中 学 生 以 上 の 男 児 が い る

場 合

・ Ｄ Ｖ 被 害 男 性 や セ ク シ ュ ア ル ・ マ イ ノ リ テ ィ の 方 を 一 時 保

護 す る 場 合

な ど 、 入 所 者 個 々 の 状 況 に 応 じ ら れ る よ う 、 様 々 な 委 託 先 を 検

討 し て お く こ と が 必 要 で あ る 。

外 部 に 委 託 し た 後 も 、 婦 人 相 談 所 は 、 委 託 者 と し て の 責 任 を

負 っ て い る の で 、 利 用 者 の 生 活 状 況 の 把 握 や 、 自 立 支 援 等 に つ

い て は 、 委 託 先 と 充 分 に 連 携 を 図 り 、 利 用 者 の 自 立 に 向 け た 支

援 を 行 う 。

【参考】

・婦人相談所が行う一時保護の委託について（H28.3.31 雇用均等・児童家庭局長通知）

（ 11） 広 域 的 な 対 応

特 に Ｄ Ｖ 被 害 者 に つ い て は 、 加 害 者 の 追 及 が 激 し く 、 利 用 者

の 安 全 確 保 が 図 れ な い 恐 れ が あ る 場 合 な ど は 、 他 の 都 道 府 県 の

婦 人 相 談 所 に よ る 一 時 保 護 を 検 討 す る 。 広 域 利 用 を 依 頼 さ れ た

都 道 府 県 の 婦 人 相 談 所 は 、 依 頼 の あ っ た 相 談 所 と よ く 連 携 し 、

受 け 入 れ に 向 け て の 対 応 を す る 。

な お 、 こ の 場 合 の 一 時 保 護 に 要 す る 経 費 は 受 け 入 れ 先 の 婦 人
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相 談 所 が 負 担 す る 。

【参考】

・配偶者からの暴力の被害者への対応に係る留意事項について（H16.12.28 雇用均等・

児童家庭局家庭福祉課長通知）

こ の ほ か 、 婦 人 保 護 施 設 や 母 子 生 活 支 援 施 設 等 へ の 入 所 を 前

提 と し た 広 域 的 な 対 応 に つ い て も 検 討 す る 必 要 が あ る 。

〓 他 機 関 と の 連 携 の 重 要 性 ② 〓

一時保護はあくまで緊急避難としての一時的な保護であり、自立、生活再建につなげるための期間である。

一時保護期間中に利用者の気持ちを受け止めて話し合い、また、今後の生活に関する選択肢について、丁寧

に分かりやすい説明を心がける。こうした事を通じ、利用者が今後どのような生活を希望するのか、それを

明確にするとともに、その希望が実現できるよう関係機関とよく連携を図ることが重要である。

なお、ギャンブル等依存症の方など、症状などの課題に自覚がない場合もあることから、一時保護終了後

の生活において、自己破産や家庭崩壊を招くだけでなく、自殺や犯罪等にもつながる可能性もある。そのよ

うな利用者には、自身の課題等についての理解を得るため、丁寧に説明することが必要である。

一時保護終了後、すぐには自立が困難な利用者に対して婦人相談所以外の機関が支援を行う際、新たに中

心的な支援機関になった機関に対しては、利用者の同意を得て、婦人相談所として必要な情報等をその機関

に引き継ぐ。もし課題がある事項があれば、その課題も引き継ぐ。

いずれにしても、特定の機関に全てを任せるのではなく、複数の関係機関と連携し、チームとして支援し

ていく体制を整えることが重要である。

５．自立支援

（ １ ） 婦 人 相 談 所 が 行 う 自 立 支 援

自 立 支 援 に 関 し て は 、 そ の す べ て を 直 接 婦 人 相 談 所 で 行 う こ

と は 難 し い た め 、 各 婦 人 相 談 所 の 判 断 で 、 下 記 に 示 す 連 絡 調 整
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等 の 支 援 に つ い て 、 市 区 町 村 や 、 郡 部 福 祉 事 務 所 等 と 連 携 し て

支 援 す る 。 あ ら か じ め 役 割 分 担 を 明 確 に し 、 確 実 に 支 援 を 実 施

で き る 体 制 を 整 え る 必 要 が あ る 。

ま た 、 利 用 者 に は そ の 旨 を 説 明 し 、 同 意 を 得 る こ と が 重 要 で

あ る 。

市 区 町 村 や 郡 部 福 祉 事 務 所 の 体 制 が 充 実 し て お り 、 婦 人 相 談

所 と し て の 支 援 が 基 本 的 に 必 要 の な い 場 合 に お い て も 、 福 祉 事

務 所 の 支 援 が 確 実 に 行 わ れ る よ う 、 十 分 に 連 携 を 図 る 。

自 立 支 援 に 際 し て は 、 様 々 な 内 容 の 支 援 が 必 要 と な る が 、 主

な 支 援 は 以 下 の よ う な 支 援 で あ る 。

① 利 用 者 の 新 た な 居 住 地 に 関 し て 、 利 用 者 に 対 し 情 報 提 供 や 助

言 を 行 い 、 併 せ て 関 係 機 関 と の 連 絡 調 整 を 図 る 。

② 利 用 者 が 自 立 し て 生 活 す る た め に 、就 業 に つ い て の 情 報 提 供 、

助 言 を 行 い 、 ハ ロ ー ワ ー ク な ど 関 係 機 関 と の 連 絡 調 整 を 図

る 。

③ 生 活 資 金 （ 生 活 保 護 を 含 む ） に つ い て の 情 報 提 供 、 助 言 を 行

い 、 福 祉 事 務 所 な ど の 関 係 機 関 と の 連 絡 調 整 を 図 る 。

④ 保 護 命 令 の 申 立 な ど 法 的 支 援 に つ い て の 情 報 提 供 、 助 言 を 行

い 、 裁 判 所 な ど の 関 係 機 関 と の 連 絡 調 整 を 図 る 。

⑤ 住 民 基 本 台 帳 の 閲 覧 制 限 や 、 年 金 や 医 療 等 社 会 保 険 の 対 応 な

ど 、 新 た な 生 活 を 開 始 す る に あ た り 住 民 と し て の 基 本 的 な

社 会 的 権 利 と 安 全 が 確 保 さ れ る た め の 手 続 き 対 応 に つ い て

の 情 報 提 供 、 助 言 を 行 い 、 市 役 所 な ど の 関 係 機 関 と の 連 絡

調 整 を 図 る 。

な お 、 児 童 を 伴 う 場 合 は 、 学 校 等 へ の 転 入 学 に 関 す る 支 援 な

ど も 必 要 と な っ て く る 。
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個 々 の 利 用 者 が 新 た な 地 域 で の 安 全 確 保 と 生 活 再 建 に 向 け

て 、 ど の よ う な 自 治 体 の サ ー ビ ス ・ 支 援 が 利 用 で き る の か 、 そ

の 手 続 き の 方 法 に つ い て 、 具 体 的 に 分 か り や す く 情 報 提 供 が な

さ れ る 必 要 が あ る 。 そ の 際 、 必 要 に 応 じ て 、 利 用 者 の 安 全 の 確

保 や 不 安 の 解 消 の た め 、 利 用 者 が 実 際 に 行 う 上 記 手 続 き 等 に 職

員 が 同 行 し 支 援 す る 。

婦 人 相 談 所 を 退 所 し た 利 用 者 に 対 す る 支 援 と し て 、 一 定 期 間

経 過 後 に 婦 人 相 談 所 に 任 意 で 来 所 し て も ら い ピ ア カ ウ ン セ リ ン

グ な ど を 行 う ア フ タ ー ケ ア 事 業 を 実 施 す る こ と も 自 立 支 援 の 一

環 と し て 有 効 と 考 え ら れ る 。

民 間 事 業 者 が 実 施 し て い る 自 立 支 援 に 関 す る 事 業 に つ い て も

把 握 に 努 め 、 可 能 で あ れ ば 連 携 を 図 る 。

〓 他 機 関 と の 連 携 の 重 要 性 ③ 〓

自立支援のためには、利用者の所在地の婦人相談員や福祉事務所やハローワークをはじめとして、自

立に必要な様々な機関との連携が不可欠であり、少しでも多くの関係機関に対し婦人相談所の業務内容を

理解してもらい、必要な時に協力、連携できるよう、常日頃より働きかけていくことが必要である。

６．施設入所

婦 人 相 談 所 に お け る 一 時 保 護 終 了 後 、 速 や か に 自 立 す る こ と

が 困 難 な 利 用 者 に つ い て は 、 施 設 入 所 を 検 討 し 、 入 所 に 際 し て

は 、 一 時 保 護 期 間 中 の 利 用 者 の 情 報 を 施 設 へ 情 報 提 供 す る な ど

の 連 携 を 図 る 。
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（ １ ） 婦 人 保 護 施 設

婦 人 保 護 施 設 は 、 利 用 者 の 自 立 に 向 け 、 中 長 期 的 に 心 身 の 健

康 の 回 復 を 図 り つ つ 、 生 活 を 支 援 す る と い う 婦 人 保 護 事 業 に お

い て 非 常 に 重 要 な 役 割 を 担 う 施 設 で あ る 。

全 国 的 に 利 用 率 が 低 下 傾 向 に あ る が 、 利 用 者 の 衣 食 住 を 安 定

的 に 提 供 し 、 ニ ー ズ に 応 じ た 支 援 を 中 長 期 的 に 実 施 で き る と い

う 特 性 を 有 し て お り 、 各 都 道 府 県 に お い て も 、 婦 人 保 護 施 設 が

個 々 に 地 域 に お い て 担 う べ き 役 割 と そ の 課 題 等 に つ い て 検 討

し 、 十 分 に 活 用 さ れ る 必 要 が あ る 。

婦 人 保 護 施 設 は 制 度 的 に は 措 置 施 設 で は あ る が 、入 所（ 措 置 ）

決 定 に 当 た っ て は 、 利 用 者 本 人 の 意 思 を 尊 重 し 決 定 す る こ と 。

ま た 、 利 用 者 が 入 所 後 も 、 婦 人 相 談 所 と し て 、 定 期 的 な ケ ー

ス ワ ー ク や 、 施 設 で の 自 立 支 援 計 画 の 策 定 に 関 与 す る な ど 、 自

立 に 向 け て 施 設 と 連 携 し て 対 応 す る 。

個 々 の 利 用 者 に よ っ て は 、「 利 用 者 が 施 設 で の 集 団 生 活 に な

じ め な い の で は な い か 」、 あ る い は 「 施 設 の 体 制 で は 対 応 で き

な い の で は な い か 」 な ど 、 入 所 の 是 非 の 判 断 が 難 し い 場 合 も あ

る が 、 常 日 頃 か ら 施 設 長 は じ め 施 設 職 員 と 施 設 で の 利 用 者 へ の

支 援 の 方 法 、 受 け 入 れ 可 能 な 利 用 者 等 に つ い て 意 見 交 換 を 実 施

す る と と も に 、 事 例 に よ っ て は （ 入 所 決 定 後 ） 実 際 に 入 所 す る

前 に 、施 設 職 員 に 施 設 の 暮 ら し に つ い て の 説 明 を 依 頼 す る な ど 、

婦 人 保 護 施 設 で の 支 援 を 必 要 と し て い る 利 用 者 の 利 用 の 拡 大 に

つ い て 検 討 す る 。

な お 、 い っ た ん 施 設 入 所 し た 利 用 者 が 、 施 設 で の 生 活 に 適 応

で き な い 場 合 な ど に は 、 婦 人 相 談 所 で 一 時 保 護 を す る な ど 、 一

時 的 に 環 境 を 変 え 、 様 子 を 見 る こ と も 効 果 的 で あ る 。

婦 人 保 護 施 設 を 併 設 し て い る 婦 人 相 談 所 に お い て は 、 双 方 の
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役 割 分 担 を 明 確 化 し 、 婦 人 保 護 施 設 が 単 に 婦 人 相 談 所 の 一 時 保

護 の 延 長 の 場 で は な く 、 生 活 再 建 に 向 け た 自 立 支 援 の た め の 場

と な る よ う 、 施 設 内 の 生 活 環 境 や 支 援 の あ り 方 に つ い て 工 夫 す

る 。

県 内 に 婦 人 保 護 施 設 を 持 た な い 県 の 婦 人 相 談 所 に お い て は 、

民 間 シ ェ ル タ ー な ど の 協 力 を 得 て 代 替 施 設 を 用 意 し て お く と と

も に 、 婦 人 保 護 施 設 の 利 用 が 不 可 避 と な っ た 場 合 に 備 え て 、 あ

ら か じ め 他 の 都 道 府 県 の 婦 人 保 護 施 設 を 使 用 で き る よ う 、 県 本

庁 を 通 じ て 他 の 都 道 府 県 の 婦 人 相 談 所 及 び 婦 人 保 護 施 設 と 取 り

決 め を し て お く こ と が 望 ま し い 。

な お 、 こ の 場 合 の 入 所 に 要 す る 経 費 は 、 入 所 を 依 頼 し た 婦 人

相 談 所 が 負 担 す る 。

【参考】

・配偶者からの暴力の被害者への対応に係る留意事項について（H16.12.28 雇用均等・

児童家庭局家庭福祉課長通知）

な お 、 婦 人 保 護 長 期 入 所 施 設 「 か に た 婦 人 の 村 」 は 、 通 常 の

婦 人 保 護 施 設 で は 保 護 や 自 立 支 援 が 極 め て 困 難 な 入 所 者 が 入 所

で き る 婦 人 保 護 施 設 で あ る 。

都 道 府 県 内 の 婦 人 保 護 施 設 で は 対 応 が 難 し く 、 か つ 他 の 施 設

等 の 利 用 も 困 難 な 場 合 に は 、「 か に た 婦 人 の 村 」 へ の 入 所 に つ

い て 検 討 す る 。

（ ２ ） 母 子 生 活 支 援 施 設

母 子 生 活 支 援 施 設 に つ い て は 、 児 童 を 伴 う 利 用 者 の 当 面 の 生

活 の 場 と し て 、 ま た 自 立 へ の 過 程 と し て 一 時 保 護 終 了 後 の 利 用

者 が 入 所 す る こ と の で き る 施 設 の １ つ で あ る 。

た だ し 、入 所 決 定 は 、福 祉 事 務 所 が 行 う の で 、婦 人 相 談 所 は 、

日 頃 か ら 福 祉 事 務 所 と の 連 携 を 図 り 、 利 用 が 望 ま し い ケ ー ス に
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つ い て は 速 や か に 入 所 で き る よ う に し て お く 必 要 が あ る 。

ま た 、 入 所 後 も 婦 人 相 談 所 と し て 必 要 な 支 援 が あ れ ば 継 続 し

て 支 援 し て い く 必 要 が あ る 。

母 子 生 活 支 援 施 設 は 、 同 伴 児 童 の い る 利 用 者 （ 母 子 世 帯 ） の

一 時 保 護 の 外 部 委 託 先 と し て も 活 用 を 検 討 す べ き 施 設 で あ る 。

た だ し 、 一 時 保 護 委 託 に 関 し て は 、 母 子 世 帯 の み で な く 、 支 援

の 必 要 な 妊 産 婦 に つ い て も 対 象 と な る こ と に 留 意 す る 必 要 が あ

る 。

【参考】

・売春防止法第 36条の２（婦人相談所長による報告等）

婦人相談所長は、要保護女子であって配偶者のいない女子又はこれに準ずる事情にあ

る女子及びその者の監護すべき児童について、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）

第 23 条第 2 項に規定する母子保護の実施が適当であると認めたときは、これらの者

を当該母子保護の実施に係る都道府県又は市町村（特別区を含む。）の長に報告し、又

は通知しなければならない。

（ ３ ） そ の 他 の 施 設

婦 人 保 護 施 設 や 母 子 生 活 支 援 施 設 の ほ か 、 一 時 保 護 終 了 後 の

新 た な 生 活 の 場 と し て 、 利 用 者 の 年 齢 や 心 身 の 状 態 な ど に 応 じ

て 、 高 齢 者 施 設 、 障 が い 者 施 設 、 生 活 困 窮 者 対 応 施 設 あ る い は

児 童 福 祉 施 設 （ １ ８ 才 未 満 に 限 る ） 等 へ の 入 所 が 考 え ら れ る 場

合 に は 、 そ の 活 用 に つ い て 検 討 し 、 関 係 機 関 と 連 携 し て 円 滑 な

入 所 に 努 め る 。

７．民間シェルターとの連携

（ １ ） 民 間 シ ェ ル タ ー に つ い て

い わ ゆ る 民 間 シ ェ ル タ ー は 、 公 的 機 関 と は 別 に 、 地 域 の 有 志

が 中 心 と な り 、 主 に Ｄ Ｖ 被 害 者 や 性 暴 力 被 害 者 、 一 部 に は ス ト

ー カ ー 被 害 者 や 人 身 取 引 被 害 者 な ど 、 多 様 な 支 援 ニ ー ズ に 対 応

し 、 相 談 や 緊 急 保 護 、 地 域 で 自 立 し て い く た め の 支 援 を 行 っ て
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い る 。

（ ２ ） 民 間 シ ェ ル タ ー と の 連 携

民 間 シ ェ ル タ ー と の 連 携 に つ い て 、 ま ず 婦 人 相 談 所 か ら の 一

時 保 護 の 委 託 が あ げ ら れ る 。 民 間 シ ェ ル タ ー へ の 一 時 保 護 委 託

は 、 婦 人 相 談 所 と し て 、 利 用 者 一 人 ひ と り の 状 況 に 柔 軟 に 対 応

す る た め の 手 段 の １ つ と し て 重 要 で あ る 。

ま た 、 状 況 に よ っ て は 、 民 間 シ ェ ル タ ー か ら 依 頼 を 受 け ､必

要 に 応 じ 婦 人 相 談 所 が 支 援 を 行 う こ と も あ り 得 る 。

さ ら に 、 一 時 保 護 終 了 後 に 、 利 用 者 が 新 た な 生 活 の 場 と し て

民 間 シ ェ ル タ ー の 利 用 を 希 望 す る こ と も 考 え ら れ る 。

そ う し た 際 に 、 相 互 の 連 携 が 利 用 者 に と っ て よ り よ い 支 援 に

つ な が る の で 、 民 間 シ ェ ル タ ー と 定 期 的 に 情 報 交 換 を 図 り 連 携

を 深 め て お く こ と は 大 切 で あ る 。

民 間 シ ェ ル タ ー に よ っ て は 、 外 国 人 利 用 者 や 若 年 女 性 へ の 専

門 的 な 支 援 な ど 通 常 婦 人 相 談 所 が 備 え て い る 以 上 の ノ ウ ハ ウ を

持 っ た と こ ろ も 存 在 す る の で 、情 報 を 収 集 し て 利 用 者 に 提 供 し 、

一 時 保 護 の 委 託 先 と し て 検 討 す る 。

民 間 シ ェ ル タ ー に 一 時 保 護 委 託 し た ケ ー ス に つ い て も 、 定 期

的 に 訪 問 す る な ど 、 婦 人 相 談 所 と し て 利 用 者 の 生 活 状 況 の 把 握

に 努 め 、 民 間 シ ェ ル タ ー と 十 分 に 連 携 し た 上 で 、 自 立 支 援 に 取

り 組 む 。

民 間 シ ェ ル タ ー が 独 自 に 行 っ て い る 自 立 支 援 の た め の 事 業 に

つ い て 、 婦 人 相 談 所 と し て 可 能 な 範 囲 で 協 働 、 援 助 で き な い か

検 討 す る 。
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Ⅴ．証明書の発行

婦 人 相 談 所 が 発 行 す る 配 偶 者 か ら の 暴 力 の 保 護 に 関 す る 各 種

証 明 書 に つ い て は 、 あ く ま で 婦 人 相 談 所 が 利 用 者 か ら 相 談 を 受

け た り 、 一 時 保 護 を 行 っ た こ と を 証 明 す る も の で あ り 、 配 偶 者

等 か ら 暴 力 が あ っ た 事 実 を 証 明 す る も の で は な い 。 婦 人 相 談 所

の 機 能 と し て 暴 力 の 事 実 を 証 明 す る こ と は 不 可 能 で あ る 。

証 明 書 発 行 に 際 し て は 、 こ の 点 に 留 意 し 、 誤 解 を 与 え な い よ

う 心 が け る 必 要 が あ る 。

ま た 、 利 用 者 か ら は 様 々 な 目 的 で 証 明 書 の 発 行 を 求 め ら れ る

こ と も 考 え ら れ る が 、 上 記 に つ い て 説 明 を し 理 解 を 得 、 で き れ

ば 発 行 目 的 や 証 明 内 容 を 証 明 書 に 付 記 す る こ と が 望 ま し い 。

【参考】

「配偶者暴力相談支援センターが発行する証明書発行の手引き」平成 25年 10月内閣府

男女共同参画局作成
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Ⅵ．安全確保の徹底（加害者対策）

婦 人 相 談 所 （ 特 に 一 時 保 護 所 ） は 、 Ｄ Ｖ 被 害 者 や ス ト ー カ ー

被 害 者 な ど 特 定 の 加 害 者 か ら 追 跡 を 受 け 、 危 害 を 加 え ら れ る 恐

れ の あ る 利 用 者 の 緊 急 避 難 場 所 で あ る こ と か ら 、 所 在 地 に 関 す

る 情 報 管 理 、 利 用 者 に 関 す る 外 部 か ら の 照 会 へ の 対 応 、 建 物 の

構 造 上 の 侵 入 防 衛 対 策 、 宿 直 等 の 管 理 体 制 、 緊 急 時 の 通 報 シ ス

テ ム な ど セ キ ュ リ テ ィ 対 策 を 充 分 に 行 う 。

ま た 、 被 害 者 を 装 っ た い わ ゆ る 「 な り す ま し 」 に よ る 加 害 者

の 追 求 に 対 す る 防 衛 策 が 必 要 で あ る 。

【参考】

・「ストーカー行為等の規制に関する法律の一部を改正する法律」（平成 28年法律第 102

号）の施行に対応した婦人保護事業の実施について（平成 28 年 12 月 27 日 雇用均等

・児童家庭局家庭福祉課長通知）

Ⅶ．都道府県内相談機関のスーパーバイズ、研修の実施

婦 人 相 談 所 は 都 道 府 県 内 の 婦 人 保 護 の 中 核 機 関 と し て 、 管 内

の 婦 人 相 談 員 を は じ め と し 、 福 祉 事 務 所 の 職 員 や あ る い は 配 偶

者 暴 力 相 談 支 援 セ ン タ ー 、 警 察 、 保 健 医 療 機 関 、 委 託 先 施 設 等

の 関 係 者 に 対 し 、 適 切 な 助 言 や 定 期 的 な 研 修 を 開 催 し 、 都 道 府

県 全 体 で の 支 援 の 質 を 向 上 さ せ る 必 要 が あ る 。



37

Ⅷ．職員の専門性の向上

管 内 の ス ー パ ー バ イ ズ と 並 行 し て 婦 人 相 談 所 の 職 員 自 身 の 専

門 性 の 向 上 も 必 要 で あ る 。

国 が 実 施 す る 「 婦 人 相 談 所 等 指 導 者 研 修 」 の 受 講 や 、 そ れ 以

外 に も 各 都 道 府 県 ご と 、 あ る い は 複 数 の 婦 人 相 談 所 が 協 力 し て

都 道 府 県 ブ ロ ッ ク ご と で 、 研 究 者 や 関 係 機 関 の 有 識 者 を 講 師 と

し て 研 修 会 を 実 施 す る こ と は 有 効 で あ る 。

ま た 、 Ｏ Ｊ Ｔ な ど 職 場 内 で の 日 頃 の 研 鑽 も 必 要 で あ る 。

【参考】

・「婦人相談所・婦人相談員・婦人保護施設職員の婦人保護事業研修体系に関する調査

・検討報告書」（平成 28年度先駆的ケア策定・検証調査事業）

Ⅸ．広報啓発

都 道 府 県 内 の 幅 広 い 対 象 者 を 支 援 す る た め に は 、 ま ず 婦 人 保

護 事 業 に つ い て 、 支 援 を 必 要 と し て い る 方 々 に 知 っ て も ら わ な

け れ ば な ら な い 。 そ の た め に は 広 報 啓 発 活 動 は 重 要 で あ る 。

広 報 誌 や ホ ー ム ペ ー ジ な ど 、 よ り 多 く の 方 々 の 目 に 触 れ る よ

う な 広 報 の 手 段 を 図 る と と も に 、 警 察 や 学 校 な ど の 協 力 を 得 て

啓 発 活 動 に も 努 め る 。

な お 、 近 年 、 ス ト ー カ ー 被 害 や Ａ Ｖ 出 演 強 要 ・「 Ｊ Ｋ ビ ジ ネ

ス 」 等 に よ る 性 暴 力 被 害 な ど が 社 会 問 題 と な っ て い る が 、 こ の

よ う な 被 害 に 遭 い や す い 若 年 女 性 は 婦 人 相 談 所 等 の 公 的 機 関 の

窓 口 に つ な が り に く い こ と か ら 、 今 後 、 若 年 女 性 に も 相 談 窓 口

を 広 く 周 知 す る 方 法 を 検 討 す る 必 要 が あ る 。
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た だ し 、 婦 人 相 談 所 や 婦 人 保 護 施 設 等 の 所 在 地 に 関 す る 情 報

の 秘 匿 に つ い て は 留 意 す る 。

【参考】

・「ストーカー行為等の規制に関する法律の一部を改正する法律」（平成 28年法律第 102

号）の施行に対応した婦人保護事業の実施について（平成 28年 12月 27日 雇用均等

・児童家庭局家庭福祉課長通知）

・いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・「JK ビジネス」問題等に関する緊急対策につ

いて（平成 29年 3月 31日 雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長通知）

Ⅹ．権利擁護・苦情解決等

婦 人 相 談 所 の 業 務 そ の も の が 権 利 を 擁 護 し 、 人 権 を 侵 害 さ

れ た 方 へ の 人 権 を 回 復 す る た め の 支 援 で あ る 。

支 援 に 当 た っ て は 、 利 用 者 個 々 の 人 格 を 尊 重 し 、 適 切 な 情 報

提 供 に 努 め 、 利 用 者 の 自 己 決 定 が 尊 重 さ れ る よ う 配 慮 す る こ と 。

い か な る 場 合 に お い て も 、 利 用 者 の 国 籍 や 年 齢 、 障 が い の 有

無 、 疾 病 等 を 理 由 に 差 別 し て は な ら な い 。 ま た 利 用 者 に 不 快 な

感 情 を 与 え な い よ う 態 度 や 言 葉 遣 い に 注 意 を 払 う 。

婦 人 相 談 所 の 利 用 者 は 、 す で に 心 身 に 重 大 な 被 害 を 受 け て お

り 、 職 員 の 対 応 の 不 備 に よ る 二 次 被 害 は あ っ て は な ら な い 。

利 用 者 か ら の 直 接 な い し は 第 三 者 を 通 じ た 苦 情 に 対 し て は 真

摯 に 受 け 止 め 、 丁 寧 な 説 明 や 改 善 策 の 検 討 な ど を 行 う 。

ま た 、 匿 名 で の 苦 情 を 受 け 付 け る 窓 口 を 設 け る な ど 、 苦 情 解

決 の 仕 組 み を 整 備 し 、 利 用 者 に 対 し あ ら か じ め そ の 内 容 を 提 示

し 、 い つ で も 苦 情 を 申 し 立 て ら れ る よ う に す る 。
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婦 人 相 談 所 の 業 務 に 対 す る 第 三 者 評 価 に つ い て は 、 評 価 基 準

や 実 施 方 法 等 の 整 備 が 必 要 で は あ る が 、 各 都 道 府 県 に お い て 実

施 に 向 け て 検 討 す る こ と は 重 要 で あ る 。

ま た 、 第 三 者 に 、 自 ら の 業 務 の 理 念 と 具 体 的 実 践 に つ い て 説

明 で き る よ う 、 組 織 内 で の 実 践 の 振 り 返 り や 自 己 評 価 を 積 極 的

に 行 う 姿 勢 が 望 ま れ る 。

Ⅺ．おわりに

婦 人 保 護 事 業 の 根 拠 法 で あ る 売 春 防 止 法 に つ い て は 、 法 律 が

実 態 に そ ぐ な わ な く な っ て き て い る と の 指 摘 が あ る 。 一 方 で 、

性 暴 力 被 害 者 対 策 や 、 ス ト ー カ ー 対 策 な ど 、 新 た な 分 野 か ら 婦

人 保 護 事 業 が 持 つ 専 門 機 能 に 期 待 が 寄 せ ら れ て い る 。

こ う し た 中 、新 た な 制 度 や 事 業 体 系 の 検 討 が 迫 ら れ て い る が 、

婦 人 相 談 所 に 求 め ら れ る 役 割 は こ れ ま で 以 上 に 重 要 と な る 可 能

性 が 高 く 、 そ の 機 能 に 大 き な 期 待 が 寄 せ ら れ て い る 。

そ の た め に も 、 全 国 ど こ の 婦 人 相 談 所 に お い て も 、 利 用 者 が

質 の 高 い 支 援 を 平 等 に 利 用 で き る よ う 制 度 が 運 用 さ れ る こ と が

不 可 欠 で あ る 。

こ の ガ イ ド ラ イ ン を 、 全 国 す べ て の 婦 人 相 談 所 で の 日 々 の 活

動 の 指 標 と し て 活 用 し て い た だ き 、 婦 人 相 談 所 の 支 援 の 全 国 的

な 水 準 が 向 上 す る こ と を 期 待 す る 。
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